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今後の取り組みの概要（１）今後の取り組みの概要（１）

森・川・海の健やかな繋がりを活かし、豊かな広島湾を保全・再生する。

水環境の再生

①水質総量規制 ※これまでの施策の継続
○第７次水質総量削減計画の策定作業（H22～）【広島県、山口県】

②汚水処理対策 ※これまでの施策の継続

③森林整備 ※これまでの施策の継続
○森林ボランティア活動等の取り組みでのアンケートにより、森・川・海の連携
についての住民ニーズを把握し、森・川・海の繋がりをテーマとした取り組み、
連携方法を検討 【陸域対策分科会】

④海域における底質改善 ※これまでの施策の継続

⑤その他の対策 ※これまでの施策の継続
○かき養殖技術改善のための検討（既存の技術の普及啓発活動、今後の技
術開発方針の検討も含む） 【広島県、広島市】
○広島湾のエリア別の現状と課題、望ましい水環境の検討と、それに基づく効
率的な汚濁負荷削減方法の検討 【分科会合同】

①浅場等の保全・再生 ※これまでの施策の継続
○かき養殖の持つ機能（藻場、浮き魚礁等）に関する調査【海域対策分科会】

②生物生息に配慮した護岸
の整備

※これまでの施策の継続
○実施可能な計画について、条件が整った場所から実施【中国地方整備局】

生物生息・生産の場の保全・再生

赤・・・平成２０年度より実施または検討を予定している、新たな取り組みを示す。



今後の取り組みの概要（２）今後の取り組みの概要（２）

人と海との繋がりを取り戻し、親しみやすい広島湾を再生する。

①魅力ある親
水空間の創出

※これまでの施策の継続

○主な親水空間のアクセスの現状の把握と、必要に応じアクセス改善を検討

○元宇品の森林整備（H20以降）

○市民等との連携による眺望点の整備・修復方法の検討

○地域住民との協働による護岸整備の候補地、護岸整備方法の検討

②親水空間の
利活用の
活性化

※これまでの施策・取り組み（環境教育・普及啓発活動）の継続

○利用可能な環境学習の場に関する情報を活用し、川と海の連携による環境学習内容を検

討【モニタリング・環境教育分科会】

○環境教育活動等の実態把握と支援方策、指導者育成方法の検討

○「瀬戸内海環境情報センター」等を活用した、活動団体間の情報共有、地域住民に対する

情報提供方法の検討【モニタリング・環境教育分科会】

○森・川・海の繋がりを理解してもらうための環境学習や体験型の取り組み等の検討

【分科会合同】

赤・・・平成２０年度より実施または検討を予定している、新たな取り組みを示す。



今後の取り組みの概要（３）今後の取り組みの概要（３）

宮島などの魅力ある自然景観、歴史・文化を活かし、美しい広島湾を保全する。

①自然景観、
歴史・文化を活
用した保全

※これまでの施策・取り組みの継続

○「広島湾ＭＡＰ」等を活用し、広島湾の魅力を探るなど、体験型の取り組みの企画

【分科会合同】

○広島湾再生推進会議ホームページ等での情報提供 【 〃 】

②ごみの回収・
処理の推進、
ごみの発生源
対策の推進

※これまでの施策・取り組みの継続

○清掃美化活動における回収ごみの処理実態の把握と、効率的な処理方法の検討

【分科会合同】

○「瀬戸内海海ごみ対策検討会」との連携による、ごみの発生抑制や回収処理方策の検討

【分科会合同】

○かき養殖技術改善のための検討（既存の技術の普及啓発活動、今後の技術開発方針の

検討も含む）【広島県、広島市】 ※再掲

赤・・・平成２０年度より実施または検討を予定している、新たな取り組みを示す。



今後の取り組みの概要（４）今後の取り組みの概要（４）

実験的な取り組み

実験的な取り

組み

※これまでの施策・取り組みの継続

○広島湾再生の定量的目標設定のための検討と、中間評価を実施するための調査、解析方

法の検討【分科会合同】

○海域におけるケイ酸塩濃度のモニタリングの検討【モニタリング・環境教育分科会】

○干潟・藻場や多自然型護岸の最適な施設配置の検討【海域対策分科会】

○清掃美化活動における回収ごみの処理実態の把握と、効率的な処理方法の検討

【分科会合同】 ※再掲

○「瀬戸内海海ごみ対策検討会」との連携による、ごみの発生抑制や回収処理方策の検討

【分科会合同】 ※再掲

赤・・・平成２０年度より実施または検討を予定している、新たな取り組みを示す。

モニタリングの実施

モニタリングの

実施

※既存のモニタリングの継続
○既存のモニタリングの調査時期、追加モニタリングの検討【モニタリング・環境教育分科会】

○アピールエリア等での新たなモニタリング（透明度等）の検討 【 〃 】

○市民・ＮＰＯによるモニタリング方法及び情報発信・情報共有方法の検討 【 〃 】

○「瀬戸内海環境情報センター」の改良や内容の充実に 関する検討 【 〃 】

○「せとうちネット」と「瀬戸内海環境情報ｾﾝﾀｰ」の連携による情報の共有・発信方法の検討

【 〃 】

○干潟・藻場等の環境再生事業の実施を計画する際のモニタリング方法等の検討【 〃 】

○自然干潟・藻場の調査候補地の検討と、可能な場所について成立条件調査を実施

【海域対策分科会】



具体的な取り組みのイメージ（１）具体的な取り組みのイメージ（１）

多様な主体が森林整備
に関わる環境の醸成

・森林ボランティア活動等の取り組みでのアンケートにより、森・川・海の連携に
ついての住民ニーズを把握し、森・川・海のつながりをテーマとした取り組み・
連携方法を検討

平成１９年度は、森・川
・海の連携による取り組
み等のニーズを把握する
ため試行的にアンケート
調査を実施

今後、アンケート調査の
内容等を再検討し、各関
係機関が実施する広報活
動等でのアンケート調査
の協力依頼を行う予定



具体的な取り組みのイメージ（２）具体的な取り組みのイメージ（２）

・広島湾のエリア別の現状と課題、望ましい水環境の検討と、それに基づく効率
的な汚濁負荷削減方法の検討

広島湾のエリア別の
利用状況の検討イメージ

カキ養殖
（冬場の身入り漁場）

カキ養殖、アサリ養殖

赤潮、貧酸素水塊の発生

親水利用が多い

カキ養殖（夏季の抑制漁場、避難場所）

・広島湾のエリア別の利用状
況、現状と課題などを分析し、
広島湾の望ましい水環境等
を検討

（広島湾再生の定量的目標
設定の検討と合わせて検討
を行う。）



具体的な取り組みのイメージ（３）具体的な取り組みのイメージ（３）

・かき養殖の持つ機能（藻場、浮き魚礁等）に関する調査

筏式のカキ垂下養殖には、一種の人工的な
藻場、浮き魚礁としての機能があるといわれ
ている。
→カキ養殖は食品生産だけでなく、水質浄化
や藻場としての役割も果たしている。

藻類や生物が
付着

稚魚の隠れ家
などに利用

このような、かき養殖の
持つ様々な機能について
の知見を収集し、これら
の機能を活用して広島湾
の生物生息・生産の場を
保全・再生する方法につ
いて検討する。



・利用可能な環境学習の場に関する情報を活用し、川と海の連携による環境
学習内容を検討

森林が

森林

川

海（広島湾）

例）河口部における川と海との連携による環境学習
の場づくりなど

平成１９年度は、環境学習
やボランティア活動に対し、
関係機関が提供可能な、以
下の情報を整理

①提供可能な場所と期間、
利用条件等

②貸出可能な機材等

③環境学習やボランティア
活動へ派遣可能な講師・
人材等の情報

具体的な取り組みのイメージ（４）具体的な取り組みのイメージ（４）



・「瀬戸内海環境情報センター」等を活用した、活動団体間の情報共有、
地域住民に対する情報提供方法の検討

具体的な取り組みのイメージ（５）具体的な取り組みのイメージ（５）

環境保全活動を実施して
いる地域住民やＮＰＯ等
の団体間の情報共有や、
地域住民に対する情報提
供方法を検討

（瀬戸内海環境情報セン
ター等の活用を検討）

・「瀬戸内海環境情報センター」については、さらなる改良や内容の充実のほか、「せとうち
ネット」との連携による情報の共有・発信方法についても検討する。



・「広島湾ＭＡＰ」等を活用した、広島湾の魅力を探るなど、体験型の取り組み
の企画

宮島町家通り

西国街道（草津）

江田島（自然景観）

広島湾に豊富に存在する自然景観、歴史・
文化的資源を活用した体験型の取り組み等
を検討

広島湾ＭＡＰ（作成中）

具体的な取り組みのイメージ（６）具体的な取り組みのイメージ（６）

魅力的な自然景観、歴史・文化的資源等については、ホームページ等での情報提供も検討



環境監視のためのモニタリング

・新たな追加モニタリングの検討
・アピールエリア等でのモニタリング（透明度等）の検討

具体的な取り組みのイメージ（７）具体的な取り組みのイメージ（７）

第六管区海上保安本部調査測点図第六管区海上保安本部調査測点図((案案))
（平成２０年４月から調査開始予定）（平成２０年４月から調査開始予定）

透 明 度

底上約１mまで連続観測

透 明 度

底上約１mまで連続観測
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・このほか、既存のモニタリングについては、調査時期等についても検討する。



 

・自然干潟・藻場の調査候補地の検討と、可能な場所について、成立条件
調査を実施

具体的な取り組みのイメージ（８）具体的な取り組みのイメージ（８）

広島湾の自然干潟、藻場（現存）
出典）第４回自然環境保全基礎調査、環境省

干潟、藻場等については、その造成技術等が十分確立されていない。

→造成技術の向上のためには、周辺の自然干潟、藻場等がどのように
成立しているか（地盤高、波・流れ、水質・底質など）を調査し、
データや知見を蓄積する必要がある。

調査の対象とする自然
干潟、藻場の候補地を
検討し、可能な場所か
ら調査を実施

・・・現存干潟 ・・・現存藻場



・広島湾再生の定量的目標設定のための検討と、中間評価を実施するための
調査、解析方法の検討

具体的な取り組みのイメージ（９）具体的な取り組みのイメージ（９）

状態指標のモニタリングの実施

関係機関等による施策・
取り組みの実施

・状態指標の具体的な評価方法（定量的目標の
設定など）の検討

・解析方法の検討（シミュレーション等）

Ｈ１９年度～

施策の実施による広島湾の
再生効果の評価

中間評価中間評価
（Ｈ２２年度）（Ｈ２２年度）

Ｈ２０年度～

Ｈ１９年度～

目標達成のための施策及び
施策の方向性の検討

必要に応じ、施策内容、
目標を見直し

H19年度 H20年度～

・状態指標の具体的
な評価方法（定量的
目標の設定など）の
検討

・赤潮や貧酸素水塊発生の
原因となる項目の抽出

・広島湾の物質循環に関す
るモニタリング内容の検討

・広島湾のエリア別の現状
と課題の把握

・目標の達成状況を評価するための水質
シミュレーションモデルの検討

・水質シミュレーション
モデルの検証のため
の調査の検討

・施策の実施による改善効果の予測
（水質シミュレーション）



・海域におけるケイ酸塩濃度のモニタリングの検討

具体的な取り組みのイメージ（１０）具体的な取り組みのイメージ（１０）

平成１９年度より、太田川において
ケイ酸塩濃度のモニタリングを開始

海域におけるケイ酸塩
濃度のモニタリングに
ついても検討する。

（既に実施している
調査との連携やデータ
の活用の検討も含む）



広島湾再生行動計画のＰＲ広島湾再生行動計画のＰＲ

・関係機関が実施する取り組みのうち、広島湾再生に
関連するものについては、ロゴマークを使用する等に
より、積極的にＰＲする。

・取り組み状況を広くＰＲするために、「広島湾再生推
進会議」ホームページの更新・内容の充実等、より
分かりやすい形でのＰＲ方法を検討。

・引き続き、広島湾再生に関するシンポジウム、
フォーラム等の開催について検討。

・パンフレットの配布により、広島湾再生行動
計画を一般に周知していく。

広島湾再生ロゴマーク

広島湾再生行動計画パンフレット


